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JSG ニュースレター 

<Tax> 

2024 年度の基本生活費金額を公表 

2025 年 5 月に申告する 2024 年度個人総合所得税に適用 

 

 

 

クライアント各位  

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 

財政部は 2024 年 11 月 28 日付で、2024 年度の一人当たり基本生活費の金額

を 21 万元（対 2023 年度比で 8,000 元増加）とすることを公表しました。当該金額

は、2025 年 5 月に個人総合所得税を申告する際に適用されます。 

 

2024 年度の一人当たり基本生活費の金額 21 万元は、納税者権利保護法第 4

条の規定に基づき、行政院主計総処が公表した直近の年（2023 年）の一人当たり

可処分所得中央値 349,359 元の 60％を参考に計算されています。 

申告世帯の基本生活費の総額（21万元×申告世帯の構成員数）が所得税法で

規定された控除可能な免税額および控除額（標準控除額または列挙控除額、およ

び貯蓄投資、障害者、教育費、就学前の子女、長期介護、家賃支出に係る特別控

除を含む）の合計金額を超える場合、当該差額分をその申告世帯の当年度の総合

所得額から控除することができます。 
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2024 年度一人当たりの基本生活費の控除計算に関する参考例 

項目／申告世帯 

《例 1》3 人家族 

納税者、配偶者、 

6 歳以下の子女 1 人 

《例 2》5 人家族 

納税者、配偶者、 

大学に通う子女 1 人、

70 歳未満の父母 

基本生活費総額 

（21 万元×申告世帯人数） 
63 万元 105 万元 

免税額 

（一人当たり 9.7 万元） 
29.1 万元 48.5 万元 

標準控除額または列挙控除額 

（どちらかを選択） 
（列挙）30 万元 （標準）26.2 万元 

特別控除額 

貯蓄投資 ー ー 

障害者 ー ー 

教育費 ー 2.5 万元 

就学前の子供 15 万元 ー 

長期介護 ー ー 

家賃支出 ー 18 万元 

免税額および控除額の合計額 74.1 万元 95.2 万元 

総合所得額から控除可能な 

基本生活費総額との差額 

0 元 

（63 万＜74.1 万） 

9.8 万元 

（105 万－95.2 万） 

 

勤業衆信の見解 

 上述の《例 2》にある 5 人家族の場合、基本生活費の差額として 9.8 万元を追加で

総合所得額から控除することができ、累進税率を 5％と仮定すると、その節税効果は

4,900 元となります。世帯の申告人数が多いほど基本生活費の調整による節税効果

が大きくなりますので、漏れのないようご注意ください。 
 

 
 

 

 

 

過去のニュースレターはこちら 

台湾 JSG のホームページはこちら 
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